
日本歯科大学における公的研究費の取扱いに関する規程 

 

 
（目 的） 

第１条 この規程は、日本歯科大学（以下「本学」という。）における科学研究費等の

公 的研究費の取扱いに関して、適正に運営及び管理するために必要な事項を定める

こと を目的とする。 

（適用範囲） 

第２条 本学における公的研究費の運営及び管理については、他の関係法令又はこれら

に基づく特別の定めのある場合を除くほか、この規程によるものとする。 

（責任と権限） 

第３条 本学の公的研究費を適正に運営及び管理するために最高管理責任者、統括管理

責任者及びコンプライアンス推進責任者を置く。 

一 最高管理責任者は、本学全体を統括し、公的研究費の運営及び管理について最終

責任を負う者とし、学長をもって充てる。 

二 統括管理責任者は、最高管理責任者を補佐し、公的研究費の運営及び管理につい

て全体を統括する実質的な責任と権限を持つ者とし、理事をもって充てる。また、コ

ンプライアンス教育および啓発活動に関する実施計画を策定する。 

三 コンプライアンス推進責任者は、本学の各部局等における公的研究費の運営及び

管理について実質的な責任と権限を持つ者とし、各学部の歯学部長をもって充てる。 

四 最高管理責任者は、統括管理責任者及びコンプライアンス推進責任者が責任を持

って公的研究費の運営及び管理が行えるよう、適切にリーダーシップを発揮する。ま

た、不正防止対策の基本方針を策定・周知するとともに、それらを実施するために必

要な措置を講じる。 

（監事の役割） 

第３条の２ 監事は不正防止に関する内部統制の整備・運用状況について機関全体の観点

から確認し、意見を述べる。 

２ 監事は、特に、統括管理責任者又はコンプライアンス推進責任者が実施するモニタリ

ングや内部監査によって明らかになった不正発生要因が不正防止計画に反映されている

か、また、不正防止計画が適切に実施されているかを確認し、意見を述べる。 

３ 監事は、前項２項で確認した結果について、理事会において定期的に報告し、意見を

述べる。 

 



（相談窓口の設置） 

第４条 本学における公的研究費に係る事務処理手続に関し、明確かつ統一的な運用を図 

るため、研究費の使用ルールに関する相談窓口を置き、各学部の庶務部（以下「庶務

部」 という。）をもってこれに充てる。 

２ 相談窓口は、本学における公的研究費に係る事務処理手続に関する学内外からの問

い 合わせに対応し、本学における効率的な研究遂行のための適切な支援に資するよ

う努めるものとする。 

（不正防止計画の策定・実施） 

第５条 本学における不正を防止するため、不正防止計画推進委員会を設置する。 

２ 不正防止計画推進委員会について必要な事項は別に定める。 

３ 不正防止計画推進委員会は、不正防止計画の策定・実施に当たり、次に掲げる事項

に ついて業務を行う。 

一 公的研究費の運営・管理に係る実態の把握・検証に関すること。 

二 全学の関係者と協力し不正発生要因に対する改善策を講ずるこ

と。 三 その他不正防止計画の推進に当たり必要な事項に関するこ

と。 

（監 査） 

第５条の２ 監事又は内部監査部門は、公的研究費の運営及び管理の状況について、連携

して監査を行うものとする。 

２ 監事は、公的研究費の不正防止計画の進捗状況その他の公的研究費の不正使用に関す

る内部統制の整備、運用等の状況について機関全体の観点から監査を行うものとする。 

３ 内部監査部門は、公的研究費の事務処理、運用等の状況について監査を行うものとする。 

４ 経理部は、監査に当たっては、監事及び内部監査部門に対し、適切に情報を提供しな

ければならない。 

５ 監事は、理事会等において、定期的に監査の結果を報告し意見を述べるものとする。  

（通報窓口の設置） 

第６条 公的研究費に係る研究活動における不正行為（研究成果の捏造、改ざん等）及

び研究費の不正使用（研究費の私的流用、目的外使用等）の通報（告発）窓口を庶務

部 に設置する。 

２ 庶務部長は、通報事項を速やかに学長に報告しなければならない。 

３ 通報者の保護に十分に配慮しなければならない。 



（調 査） 

第７条 公的研究費に関して不正があると認められるとき又は疑いがあるときは、学長 

の下に不正行為調査委員会を設置する。 

２ 不正行為調査委員会について必要な事項は別に定める。 

（懲 戒） 

第８条 公的研究費の不正な管理を行った者又は公的研究費に関連して不正な取引に関

与した者は、「学校法人日本歯科大学就業規則」第 52条及び第 53条を適用する。 

２ 公的研究費の管理に不正が確認されたときは、学長は、不正が確認された事案を学

内 に公表し、問題を共有化して再発防止に努めなければならない。 

（内部監査） 

第９条 公的研究費の使用の管理のため、効果的な内部監査を実施するための内部監査

要 項は別に定める。 

（監事・公認会計士との連携） 

第 10条 庶務部は、監事及び公認会計士と連携し、不正防止を行う。 

（物品等の検収等） 

第 11条 本学における物品等の検収については、各学部の経理部又は用度営繕部が行う。 

（取引停止） 

第 12条 学長は、公的研究費に関して、契約違反、賄賂、独占禁止法違反、入札妨害又

は談合、不正又は不誠実な行為等の不正な取引に関与した業者があるとき、当該業者と 

の取引を停止する措置を行う。ただし、取引停止中の業者であっても、当該事業者から

でなければ給付を受けることができない等の特別な事情がある場合は、当該事案に限り

取引の相手方とすることができる。 

（不正使用による研究費の返還） 

第 13条 研究者の不正な使用による研究費の返還が生じた場合は、当該研究者が負担す

る ものとする。 

（規程の改廃） 

第 14条 この規程の改廃は、教授会の議を経て、理事会が決定する。 

（事 務） 

第 15条 この規程に関する事務は、庶務部において処理する。 

（補 則） 

第 16条 この規程に定めるもののほか、公的研究費の取扱いに関し必要事項は、別に定

める。 

 



附 則 

１ この規程は、平成 19年 11月１日から施行する。 

２ 平成 27年４月１日改正 

３ 令和２年 10月 1日改正 

４ 令和３年 12月１日改正 


